
令和５年度

栃木県合唱連盟

総 会 資 料
各事業参加要項

各事業参加申込書

●令和５年４月２３日（日）１４時開会

●とちぎ青少年センター第１研修室（２階）



栃木県合唱連盟
総会次第

Ⅰ 開 会

Ⅱ あ い さ つ

１ 理事長あいさつ

２ 朝日新聞宇都宮総局長あいさつ

Ⅲ 議 長 選 出

Ⅳ 議 事

１ 令和４年度事業報告

２ 令和４年度決算報告

３ 令和４年度監査報告

４ 令和５年度事業計画（案）審議

５ 令和５年度予算（案）審議

６ その他

Ⅴ 事 務 連 絡

Ⅵ 閉 会
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令和４年度事業報告

１ 第４５回全日本おかあさんコーラス栃木県大会

期 日 令和４年４月２４日（日）

会 場 栃木県教育会館 大ホール

選考委員 松原眞介

賞 優秀賞（出演順に掲載）

室内合唱団 音

アンサンブル・ギオーネ

コール・キルシェ

コール毬

舞ヶ丘合唱団

ミモザ合唱団

２ 栃木県合唱連盟総会

期 日 令和４年５月２２日（日）

会 場 とちぎ青少年センター第１研修室

内 容 令和３年度事業報告および決算報告

令和４年度事業計画（案）および予算（案）審議 他

３ 第５８回栃木県合唱祭 兼 合唱講習会

期 日 令和４年６月１９日（日）

会 場 とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木市栃木文化会館） 大ホール

講 師 辻 秀幸 （中学校「Nコン課題曲」）
須藤礼子 （高校・一般「くちびるに歌を」）

内 容 合唱講習会とその成果発表会および合唱祭

４ 第５９回栃木県合唱コンクール

期 日 令和４年８月２８日（日）

会 場 宇都宮市文化会館 大ホール

審査員 坂本かおる

鈴木憲夫

竹内秀男

賞 金賞（出演順に掲載）

（中学校部門・混声）

那須塩原市立東那須野中学校合唱部

那須塩原市立黒磯北中学校合唱部（県代表）

（中学校部門・同声）

宇都宮市立横川中学校合唱部（県代表）

那須塩原市立三島中学校合唱部（県代表）

宇都宮市立星が丘中学校合唱部（県代表）

那須塩原市立厚崎中学校合唱部

大田原市立大田原中学校合唱部（県代表）
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（高等学校部門・Aグループ）
県立宇都宮中央女子・宇都宮中央高等学校合唱部

県立足利高等学校合唱部

県立真岡女子高等学校合唱部（県代表）

県立栃木女子高等学校コーラス部（県代表）

県立黒磯高等学校合唱部（県代表）

県立宇都宮南高等学校音楽部（県代表・全日本理事長賞）

（高等学校部門・Bグループ）
県立宇都宮女子高等学校合唱部（県代表）

（大学職場一般部門）

ルックスエテルナ（県代表）

宇都宮合唱団（県代表）

５ 第３０回栃木県ヴォーカルアンサンブルコンテスト

期 日 令和５年１月２９日（日）

会 場 とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木市栃木文化会館） 大ホール

審査員 岩本達明

清水雅彦

三宅悠太

賞 金賞（出演順に掲載）

（中学校の部）

大田原市立大田原中学校合唱部

宇都宮市立雀宮中学校合唱部（県代表）

那須塩原市立三島中学校合唱部（県代表・教育長賞）

宇都宮市立陽東中学校コーラス部

宇都宮市立横川中学校合唱部

宇都宮市立星が丘中学校

（高等学校の部）

県立宇都宮南高等学校音楽部（県代表）

県立真岡女子高等学校合唱部（県代表）

県立宇都宮中央女子・宇都宮中央高等学校合唱部（県代表・教育長賞）

県立黒磯高等学校合唱部（県代表）

県立足利高等学校合唱部

県立栃木女子高等学校コーラス部（県代表）

（一般の部）

ルックスエテルナ（県代表・県知事賞）

６ 合唱連盟賞表彰

中学校・高等学校部門において、合唱部に在籍し連盟の行事に参加した３年生を対

象として、各校５名まで（関東大会に出場した学校については７名まで、全国大会

に出場した学校については全員）に教育的配慮から連盟賞を授与した。（中４６名、

高４０名）
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７ 合唱名曲シリーズ頒布

コンクールの課題曲集である名曲シリーズ No.50号を頒布した。

８ 会報ハーモニーの頒布

ハーモニー No.200 ～ 203 号（中学校 2 冊× 4 回、高校・おかあさん 3 冊× 4 回、
その他 4冊× 4回）を頒布した。

９ その他の関連事業

（１）第４５回全日本おかあさんコーラス関東支部大会

期 日 令和４年７月２日（土）・３日（日）

会 場 三島市民文化会館 大ホール（静岡県）

選考委員 粕谷宏美 金川明裕 河合孝夫 鈴木茂明 なかにしあかね

県推薦団体（出演順に掲載）

コール毬（大会賞）

舞ヶ丘合唱団（大会賞）

コール・キルシェ（大会賞）

アンサンブル・ギオーネ（優良賞）

ミモザ合唱団（優秀賞）

（２）第３５回おかあさんカンタート in 鹿児島
期 日 令和４年７月１６日（土）・１７日（日）

会 場 宝山ホール（鹿児島県文化センター）（鹿児島市）他

講 師 浅井道子 辻志朗 なかにしあかね 松下耕

（３）第４５回全日本おかあさんコーラス全国大会

期 日 令和４年８月２７日（土）・２８日（日）

会 場 昭和女子大学人見記念講堂（東京都）

選考委員 斉田好男 島崎智子 鈴木輝昭 時任康文 森島英子

（４）第７７回関東合唱コンクール

＜高等学校・中学校部門＞

期 日 令和４年９月１７日（土）<高校>・１８日（日）<中学>

会 場 りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館 大ホール（新潟県）

審査員 相澤直人 雨森文也 菅野正美 鈴木茂明 本山秀毅

賞 （高等学校部門・Aグループ）
県立宇都宮南高等学校音楽部（金賞）

県立真岡女子高等学校合唱部（銀賞）

県立栃木女子高等学校合唱部（銅賞）

県立黒磯高等学校合唱部（銅賞）

（高等学校・Bグループ）
県立宇都宮女子高等学校合唱部（銀賞）

（中学校・混声）

那須塩原市立黒磯北中学校合唱部（銅賞）

（中学校・同声）
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大田原市立大田原中学校合唱部（金賞・支部代表）

宇都宮市立星が丘中学校合唱部（金賞）

那須塩原市立三島中学校合唱部（銀賞）

宇都宮市立横川中学校合唱部（銅賞）

＜大学職場一般部門＞

期 日 令和４年１０月９（日）<大職一般>

会 場 相模女子大学グリーンホール 大ホール（神奈川県）

審査員 相澤直人 雨森文也 菅野正美 鈴木茂明 本山秀毅

賞 （室内合唱の部）

ルックスエテルナ（金賞）

（混声合唱の部）

宇都宮合唱団（銀賞）

（５）第７５回全日本合唱コンクール全国大会

＜高等学校・中学校部門＞

期 日 令和４年１０月２９日（土）<高校>・３０日（日）<中学>

会 場 リンクステーションホール青森（青森市文化会館）

審査員 江上孝則 北原幸男 清水敬一 白石美雪 なかにしあかね

樋口隆一 松井慶太 宮本益光 キャシー・フォーク

賞 （中学校部門・同声）

大田原市立大田原中学校合唱部（金賞）

＜小学校部門＞ （第４回全日本小学校合唱コンクール全国大会）

期 日 令和４年１１月１３日（日）

会 場 フェニーチェ堺（大阪府）

審査員 伊東恵司 斉田正子 竹内秀男 戸﨑文葉 なかにしあかね

古橋富士雄 松下耕

＜大学職場一般部門＞

期 日 令和４年１１月１９日（土）<大学ユース・室内>

２０日（日）<同声合唱・混声合唱>

会 場 三重県総合文化センター三重県文化会館大ホール（津市）

審査員 江上孝則 佐藤正浩 白石美雪 なかにしあかね 樋口隆一

樋本英一 藤井宏樹 宮本益光 モルテン・シュルト＝イェンセ

ン

（６）第１２回 JCAユースクワイア・コンサート
期 日 令和５年２月２８日（火）～３月４日（土）

会 場 アクリエひめじ（兵庫県）

指揮者 テオドーラ・パブロヴィチ

（７）第１２回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト

期 日 令和５年３月１１日（土）<高校>・１２日（日）<小中・一般>

会 場 和光市民文化センターサンアゼリア 大ホール（埼玉県）

審査員 雨森文也 金川明裕 長谷川冴子 松村努 三宅悠太

賞 （高等学校部門）
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県立宇都宮中央女子・宇都宮中央高等学校合唱部（金賞）

県立栃木女子高等学校コーラス部（銀賞）

県立宇都宮南高等学校音楽部（銀賞）

県立黒磯高等学校合唱部（銅賞）

県立真岡女子高等学校合唱部（銅賞）

（小学校・中学校部門）

那須塩原市立三島中学校合唱部（金賞）

宇都宮市立雀宮中学校合唱部（銀賞）

（一般部門）

ルックスエテルナ（金賞）
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栃木県合唱連盟規約

第一章 総 則

第 １ 条 本連盟は栃木県合唱連盟と称する。

第 ２ 条 本連盟は事務局を朝日新聞宇都宮総局（宇都宮市本町10-10）に置く。

第 ３ 条 本連盟は全日本合唱連盟に参加する。

第二章 目的及び事業

第 ４ 条 本連盟は地方文化の向上、県民情操の陶冶および国の内外との文化交流のために合唱音楽

の普及発達を図るものとする。

第 ５ 条 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。尚、各事業において、実行委員会を

組織する。

(1) 合唱祭・合唱コンクール・ヴォーカルアンサンブルコンテストおよびおかあさん

コーラス大会の主催または援助

(2) 合唱音楽に関する講習会・研究会の主催または援助

(3) 合唱団体の育成および向上に関する事業

(4) その他適当と認めた行事

第三章 会 員

第 ６ 条 本連盟は非職の合唱団体、合唱関係者、篤志家、特別会員（異動等により一時的に所属団

体のない合唱関係者）を会員とする。ただし、１団体はこれを一会員とする。

第 ７ 条 入会する者は理事会の承認または推薦を要し、入会金2,000円の支払いをもって入会資格

を有する。

第 ８ 条 会員は会費（年額）を年度始めに納入するものとする。

第 ９ 条 退会する者はその旨連盟に書面で届け出するものとする。

第 10 条 本規約に違反し、または本連盟の名誉を著しく汚した会員は理事会に図り適当な処置を講

ずる。

第四章 役 員

第 11 条 本連盟に次の役員を置く。

理 事 長 １名

副 理 事 長 若干名

常 務 理 事 若干名

理 事 若干名

監 事 若干名

事 務 局 長 １名

事務局次長 若干名

会 計 若干名

庶 務 若干名

第 12 条 理事長、副理事長は総会で選出する。常務理事、理事、監事は総会で選出し、事務局長、

事務局次長、会計、庶務は理事会で選任する。

第 13 条 理事長は本連盟を代表し、その事務を統轄する。

副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれを代理する。

常務理事、理事は理事会を組織し、本連盟の運営を審議する。

監事は会計を監査する。

事務局長、事務局次長、会計、庶務は本連盟の事務を掌り、本連盟の会計を掌る。

第 14 条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠または増員によって就任した役員の任期はその任期満了と同時に終わるものとする。

全日本合唱連盟関東支部の代議員および

全日本合唱連盟への代表者は理事長、副理事長、事務局長がこれを兼ねる。

第五章 会長・顧問

第 15 条 本連盟は会長ならびに顧問を置くことができる。

第 16 条 会長ならびに顧問は任期を２年とし、理事会で推薦、総会の承認を得るものとする。
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第六章 会 議

第 17 条 会議を分けて企画委員会、理事会および総会とする。

第 18 条 企画委員会は理事長、副理事長、常務理事、事務局長、および事務局次長、会計の代表で

組織し、随時理事長がこれを招集する。

第 19 条 理事会は理事で組織し、随時理事長がこれを招集する。

第 20 条 総会は会員（各団体の代表１名、個人）で構成し、毎年１回理事長がこれを招集する。

会員の２分の１以上の要求、または理事会の決議があったとき、理事長は臨時総会を招集

することができる。

第 21 条 理事会および総会はその構成員の２分の１以上の出席で成立する。

事務局長、事務局次長、会計、庶務は理事会および総会に出席するものとする。

第 22 条 理事会は理事長が議長となり、総会は議長をその都度選出するものとする。

議決は出席者の過半数の賛成によるものとし、賛否同数のときは議長が決定する。

第 23 条 企画委員会、理事会および総会で審議する事項は次のとおりとする。

(1) 事業計画および実施に関する件

(2) 予算および決算に関する件

(3) 規約の改正に関する件

(4) 役員の改選に関する件

(5) その他特に重要な件

第七章 会 計

第 24 条 本連盟の経費は会費、補助金、奨励金、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。

第 25 条 本連盟の会計は全日本合唱連盟正会員費および関東支部会費を計上する。

第 26 条 本連盟の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第八章 付 則

第 27 条 本規約の施行に必要な細則は別に理事会でこれを定める。

第 28 条 本規約の改正は総会構成員の３分の２以上の賛成を要する。

第 29 条 本規約は昭和５０年４月 １日よりこれを施行する。

第 30 条 本規約は昭和５４年４月２８日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 31 条 本規約は昭和５８年５月 ７日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 32 条 本規約は昭和５９年４月２１日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 33 条 本規約は昭和６０年４月２０日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 34 条 本規約は昭和６１年４月２６日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 35 条 本規約は昭和６１年６月２２日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 36 条 本規約は昭和６２年４月２５日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 37 条 本規約は昭和６３年４月２３日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 38 条 本規約は平成 元年４月２２日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 39 条 本規約は平成 ２年４月２８日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 40 条 本規約は平成 ３年４月２０日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 41 条 本規約は平成 ５年４月２４日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 42 条 本規約は平成 ６年４月２３日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 43 条 本規約は平成 ７年４月２２日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 44 条 本規約は平成 ８年４月２０日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 45 条 本規約は平成１１年４月１７日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 46 条 本規約は平成１３年４月２１日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 47 条 本規約は平成１４年４月２０日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 48 条 本規約は平成１５年４月１９日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 49 条 本規約は平成１９年４月２１日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 50 条 本規約は平成２１年４月２６日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 51 条 本規約は平成２３年４月２３日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 52 条 本規約は平成２４年４月２２日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 53 条 本規約は平成２５年４月２１日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 54 条 本規約は令和 ４年５月２２日に改正し、同日よりこれを施行する。

第 55 条 本規約は令和 ５年４月２３日に改正し、同日よりこれを施行する。
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令和５年度事業計画（案）

１ 栃木県合唱連盟総会

期 日 令和５年４月２３日（日）

会 場 とちぎ青少年センター第１研修室

内 容 令和４年度事業報告および決算報告

令和５年度事業計画（案）審議および予算（案）審議 他

２ 第４６回全日本おかあさんコーラス栃木県大会

期 日 令和５年４月３０日（日）

会 場 栃木県教育会館 大ホール

選考委員 松原眞介（全日本合唱連盟関東支部長）

３ 第５９回栃木県合唱講習会 兼 合唱祭

期 日 令和５年６月１８日（日）

会 場 栃木県教育会館 大ホール

講 師 菅野正美（中学校「Nコン課題曲」）
須藤礼子（高校・一般「生きる（"木とともに 人とともに"より）」）

内 容 合唱講習会とその成果発表会および合唱祭

４ 第６０回栃木県合唱コンクール

期 日 令和５年８月２７日（日）

会 場 宇都宮市文化会館大ホール

審査員 荻久保和明 河合孝夫 髙嶋みどり 竹内秀男 樋本英一

５ 第３１回栃木県ヴォーカルアンサンブルコンテスト

期 日 令和６年１月２８日（日）

会 場 とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木市栃木文化会館） 大ホール

審査員 ３名未定

６ 第１３回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト（栃木県連主管行事）

期 日 令和６年３月９日（土）<高校>・１０日（日）<小中・一般>

会 場 宇都宮市文化会館 大ホール

審査員 江上孝則 菅野正美 髙嶋みどり 野本立人 本山秀毅

７ 第４７回全日本おかあさんコーラス栃木県大会（令和６年度事業）

期 日 令和６年４月２１日（日）

会 場 栃木県教育会館 大ホール

選考委員 ３名未定



- 12 -

８ 合唱連盟賞表彰

中学校・高等学校部門において、合唱部に在籍し連盟の行事に参加した３年生を対

象として、各校５名まで（関東大会に出場した学校については７名まで、全国大会

に出場した学校については全員）に教育的配慮から連盟賞を授与する。

９ 合唱名曲シリーズ頒布

コンクールの課題曲集である名曲シリーズNo.51号を頒布する。

10 会報ハーモニーの頒布

ハーモニーNo.204～207号（中学校2冊×4回、高校・おかあさん3冊×4回、その他4

冊×4回）を頒布する。

11 その他の関連事業

（１）第４６回全日本おかあさんコーラス関東支部大会

期 日 令和５年７月８日（土）・９日（日）

会 場 市川市文化会館 大ホール（千葉県）

選考委員 相澤直人 江上孝則 大志万明子 片野秀俊 片山みゆき

（２）第４６回全日本おかあさんコーラス全国大会

期 日 令和５年８月２６日（土）・２７日（日）

会 場 アクリエひめじ （兵庫県）

選考委員 上田真樹 覚和歌子 川上洋司 長谷川冴子 平井秀明

（３）第７８回関東合唱コンクール

＜中学校・高等学校部門＞

期 日 令和５年９月１６日（土）<高校>・１７日（日）<中学>

会 場 水戸市民会館 大ホール （茨城県）

審査員 雨森文也 江上孝則 武田雅博 樋本英一 山脇卓也

＜大学職場一般部門＞

期 日 令和５年１０月８日（日）

会 場 昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）大ホール（群馬県）

審査員 雨森文也 江上孝則 樋本英一 本山秀毅 山脇卓也

（４）第７６回全日本合唱コンクール全国大会

＜中学校・高等学校部門＞

期 日 令和５年１０月２８日（土）<高校>・２９日（日）<中学>

会 場 レクザムホール（香川県県民ホール） （高松市）

審査員 今村能 キハラ良尚 佐々木典子 佐藤正浩 花井哲郎

三宅悠太 宮崎晴代 本山秀毅 ヤン・シューマッハ
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＜小学校部門＞（第５回全日本小学校合唱コンクール全国大会）

期 日 令和５年１１月１２日（日）

会 場 アクロス福岡 福岡シンフォニーホール （福岡市）

審査員 雨森文也 大田桜子 片山みゆき 岸信介 辻志朗 辻裕久

永ひろこ

＜大学職場一般部門＞

期 日 令和５年１１月２５日（土）大学ユース 室内

２６日（日）同声 混声

会 場 りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館 コンサートホール

審査員 今村能 岡田暁生 キハラ良尚 佐々木典子 佐藤正浩

花井哲郎 三宅悠太 本山秀毅 ブラク・オヌル・アーデム

（５）第１３回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト（栃木県連主管行事）

期 日 令和６年３月９日（土）<高校>・１０日（日）<小中・一般>

会 場 宇都宮市文化会館 大ホール

審査員 江上孝則 菅野正美 髙嶋みどり 野本立人 本山秀毅

（６）２０２４こどもコーラス・フェスティバル

期 日 令和６年３月２３日（土）～３月２４日（日）（予定）

会 場 岐阜県多治見市

指揮者 未定

（７）第１３回ＪＣＡユースクワイア

期 日 令和６年３月２６日（火）～３月３０日（日）

会 場 盛岡市民文化ホール（岩手県）



各事業開催要項集

各事業申込書集



令和５年４月２３日

各関係所属長 様

各合唱団代表者 様

栃木県合唱連盟理事長 須藤 礼子

栃木県合唱祭実行委員長 岡 佳子

第５９回栃木県合唱講習会 兼 合唱祭の開催について

標記について、下記のとおり開催いたしますので、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

記

１ 日 時 令和５年６月１８日（日）

２ 会 場 栃木県教育会館 大ホール

〒320-0066 宇都宮市駒生1丁目1-6 TEL 028-321-7177

３ 主 催 栃木県合唱連盟 朝日新聞社

４ 後 援 栃木県教育委員会（予定）

５ 内 容 合唱講習会並びに加盟団体による合唱祭

【合唱講習会】

９：３０～１２：３０

＜中学校の部＞（リハーサル室）

「Chessboard」（Nコン2023課題曲）

講師：菅野正美

＜高校・一般の部＞（大ホール）

「生きる」（"木とともに 人とともに"より）（三善晃）

講師：須藤礼子

【合唱祭】

１３：００～１８：００

＜第１部＞

・中学校講習会成果発表「Chessboard」（Nコン2023課題曲）

・合唱祭：中学校の部･･･各団体の演奏

＜第２部＞

・合唱祭：高校・一般の部･･･各団体の演奏

・高校・一般講習会成果発表「生きる」（三善晃）

６ 参加資格 栃木県合唱連盟加盟団体であること。合唱祭では複数団体での合同演奏も可能

ですのでふるってご参加ください。



７ 参 加 料 ＜中学校部門＞

・講習会と成果発表会のみ １名につき ８００円

・合唱祭に参加 １名につき １，０００円

※講習会・合唱祭の両方に参加の場合も１，０００円

＜高等学校部門＞

・１名につき１，０００円

※講習会のみ、または合唱祭のみの参加可

＜大学・一般・おかあさん部門＞

・講習会と成果発表会のみ １名につき１，０００円

・合唱祭に参加 １名につき１，２００円

※講習会・合唱祭の両方に参加の場合も１，２００円

参加料は各団体でとりまとめ下記へ払い込みください。

郵便振替口座番号 ００３９０－１－６８０３

郵便振替口座名 栃木県合唱連盟

８ 演奏時間 曲間を含めて５分以内

９ 申込方法 上記参加料を指定口座に納入のうえ、必要事項を記入した別紙申込書（総会資

料巻末の用紙）を４部（原本１部＋コピー３部）、事務局まで郵送してください

（FAX不可）。

１０ 申込期限 令和５年５月２３日（火）

【申込書送付先】

〒321-3595 茂木町茂木288（県立茂木高内）

栃木県合唱連盟事務局 渡邉聖子

【事務局連絡先】TEL 090-2919-3926（内田）FAX 050-3512-3401

１１ 撮影録音 写真撮影や録音は主催者が行いますので、出演者・入場者は撮影録音のための

機材等を持ち込めません（ビデオ等の録画を含む）。

１２ 代表者会議 令和５年６月６日（火）19:00～20:30

とちぎ青少年センター第１研修室（予定）

〒320-0066 宇都宮市駒生1丁目1-6 TEL 028-624-2203



令和５年４月２３日

各関係所属長 様

各合唱団代表者 様

栃 木 県 合 唱 連 盟 理 事 長 須藤 礼子

栃木県合唱コンクール実行委員長 越沼 正典

第６０回栃木県合唱コンクールの開催について

標記について、下記のとおり開催いたしますので、ご参加くださいますようお願い申し

上げます。

記

１ 日 時 令和５年８月２７日（日）

２ 会 場 宇都宮市文化会館 大ホール

〒320-8570 宇都宮市明保野町7-66 TEL 028-636-2121

３ 主 催 栃木県合唱連盟 朝日新聞社

共 催 （公財）うつのみや文化創造財団

４ 後 援 栃木県教育委員会、宇都宮市教育委員会（予定）

５ 内 容 栃木県合唱コンクール実施要領を参照

６ 審 査 員 荻久保和明 河合孝夫 髙嶋みどり 竹内秀男 樋本英一

７ 参 加 料 １名につき １，２００円

（ただし、指揮・伴奏・譜めくりは参加人数から除く）

参加料は各団体でとりまとめ下記へ払い込みください。

郵便振替口座番号 ００３９０－１－６８０３

郵便振替口座名 栃木県合唱連盟

８ 申込方法 別紙申込書（総会資料巻末の用紙）に必要事項を記入、参加費を指

定の口座に振込の上、事務局まで４部（原本１部＋コピー３部）郵

送で申し込んでください(FAX は不可）。申込用紙、振込用紙とも
に参加部門・人数・金額等の内訳を記入してください。なお、大学

ユース合唱の部については、出演者全員の生年月日を明記した名簿

を１部、申込時に提出してください。



９ 申込期限 令和５年７月１１日（火）必着

１０ 審査用楽譜 審査員用に自由曲の楽譜を５部、代表者会議時に提出してください。

提出用楽譜については、以下の点についてご注意ください。

(1) 楽譜の表紙には出場部門、団体名を明記すること（総会資料巻

末の「提出楽譜用付箋テンプレート」をコピーしてご活用くだ

さい）。

(2) 演奏曲の先頭ページに付箋を貼ること。さらに、複数の演奏曲

が同一楽譜内にある場合は、付箋にその順番を数字で記入する

こと。

(3) コピーは不可。原則として、現在出版されている楽譜に限りま

す。

(4) 楽曲を改変して演奏する場合は、あらかじめ作曲者等の許可を

得た上で、審査用楽譜に報告書を添付すること。

(5) 書き込み等が入っていてもかまいません。

(6) 楽譜は演奏終了後に受付でお返しします。

１１ 代表者会議 令和５年８月１日（火）19:00 ～ 20:30

とちぎ青少年センター第1研修室

〒320-0066 宇都宮市駒生1丁目1-6 TEL 028-624-2203

１２ 注意事項 (1) 申込後の曲目、演奏曲順の変更は認められません。

(2) 交通費等、参加に要する費用は各団体となります。

(3) 会場周辺やロビーでの発声は禁止されておりますので、代表者

は周知徹底されるよう特にご協力ください。

１３ 失 格 要項、実施要領に抵触したときは失格となります。

合唱名曲シリーズ（コンクール課題曲集）の購入数と出場人数、演

奏時間、演奏曲順等には特にご注意ください。

１４ 撮影録音 写真撮影や録音は主催者が行いますので、出演者・入場者は撮影録

音のための機材等を持ち込めません。（ビデオ等の録画を含む）

１５ 申込・問い合わせ先
【申込書送付先】

〒321-3595 茂木町茂木288（県立茂木高内）

栃木県合唱連盟事務局 渡邉聖子

【事務局連絡先】TEL 090-2919-3926（内田）FAX 050-3512-3401



栃木県合唱コンクール実施要領
（このコンクールは栃木県合唱連盟規約第５条により行うものである）

1 名 称 栃木県合唱コンクール

2 主 催 栃木県合唱連盟 朝日新聞社

3 開 催 年１回行い、毎年開催。日時会場は別途決定の上、開催要項で周知する。

4 部 門 部門と参加資格は以下の通りとする。なお、同一学校より複数団体が出場する場合、団
体毎に当連盟に加盟している必要があるので注意すること。
（１）中学校部門

・同声合唱の部 ６名以上
・混声合唱の部 ６名以上

（２）高等学校部門
・Aグループ（小編成の部） ６名以上３２名以下
・Bグループ（大編成の部） ３３名以上

（３）大学職場一般部門
・大学ユースの部 ６名以上
・室内合唱の部 ６名以上２４名以下
・混声合唱の部 ８名以上
・同声合唱の部 ８名以上

5 参加資格 （１）中学校部門
①同一中学校に在籍する生徒で編成する合唱団。
②複数中学校（３校以内）の生徒で編成する合同合唱団で、常時活動し理事長が認
めた合唱団。ただし、１校は人数の上限を定めないが、他の学校はそれぞれ８名
未満の生徒で編成するものとする。

③同一中学校から複数の合唱団が出演できる。ただし、それぞれの合唱団が別々に
加盟していること。

④出演団員は同一種別（同声・混声）に１回に限り出演できる。
（２）高等学校部門

①同一高等学校に在籍する生徒で編成する合唱団。
②複数高等学校（３校以内）の生徒で編成する合同合唱団で、常時活動し理事長が
認めた合唱団。ただし、１校は人数の上限を定めないが、他の学校はそれぞれ８
名未満の生徒で編成するものとする。

④同一高等学校内から複数の合唱団が出演できる。ただし、それぞれの合唱団が別
々に加盟していること。
⑤出演団員は同一種別（混声・男声・女声）に１回に限り出演できる。
⑥同一の中高一貫校に在籍する生徒で編成する合唱団。ただし、中高一貫校として
出演する中学生は規定上高校生として扱う。その場合、当該生徒は中学校部門に
出演することはできない。

（３）大学職場一般部門
①大学ユースの部
出演人数が６名以上で、出演するメンバー全員が、当該年の４月１日現在28歳以
下で編成する合唱団。

②室内合唱の部
出演人数が６名以上２４名以下で編成する合唱団。

③混声合唱の部
出演人数が８名以上で編成する混声合唱団。

④同声合唱の部
出演人数が８名以上で編成する男声合唱団もしくは女声合唱団。

⑤大学職場一般部門では、同一合唱団は１回に限り出演できる。なお、中学校部門
・高等学校部門に加盟する合唱団は出演できない。
⑥出演するメンバーは、当該団体で常時活動している団員であること。

（４）指揮者について、中学校部門、高等学校部門の指揮者は、原則として参加校の教
職員、嘱託員、または生徒で、同一部門の他校の指揮者を兼ねていないこととす
る。教職員には常勤講師、非常勤講師を含む。嘱託員は、小・中・高等学校で教
職員経験のある方に限り認めるものとする。

（５）栃木県合唱連盟に加盟登録した合唱団であること。
（６）指揮者・伴奏者は出場人数には含まないが、メンバーに入って歌う場合は出場人

数に加える。
（７）当該年度の合唱名曲シリーズ（課題曲集）を指揮者・伴奏者及び出場人数に相当

する冊数を購入していること。ただし中学校部門はこの限りではない。
（８）大学職場一般部門において、前年度関東大会に出演し全国大会の出場権を得た団

体は、関東支部推薦団体として支部大会に出演できる。ただし、栃木県大会に審



査の対象外で参加することを前提とする。
（９）出演人数は、申込人数の１０％（申込人数が４０名未満の場合は４名まで）の増

員まで認めることとする。

6 演 奏 （１）演奏曲
中学校部門の出演団体は、自由曲を演奏して審査を受けるものとする。高等学校
・大学職場一般部門の出演団体は、課題曲と自由曲を演奏して審査を受けるもの
とする。課題曲は、当該年度の課題曲集から１曲選択して演奏しなければならな
い。自由曲は、曲目・曲数に制限はない。演奏順は課題曲・自由曲の順とする。

（２）演奏時間
ア 中学校部門

演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて８分００秒以内とする。
イ 高等学校部門

自由曲の演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて６分３０秒以内とする。
ウ 大学職場一般部門

自由曲の演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて８分３０秒以内とする。
（３）県・支部・全国大会を通じて、曲目・演奏曲順、伴奏楽器及び編成区分の別を変

更することはできない。
（４）メンバーの入れ替えはできない。
（５）シード権を持つ団体が、前年度の編成区分の別を変更することはできない。

7 伴奏楽器 伴奏楽器は自由である。但し、ピアノ（１台のみ）については主催者がステージの中央
に位置を固定して用意する（内部奏法などの特殊奏法を行うことは禁止する）。それ以外
の楽器を使用する団体はあらかじめ主催者に連絡し、楽器の準備、経費等について負担
する。

8 出 場 順 （１）中学（同声→混声）→高校（Ａ→Ｂ）→大職一般（大学ユース→室内→同声→混
声）とし、シード団体は各部門の最後に演奏する。

（２）各部門の出場順は、代表者会議において抽選とする。

9 参加申込 参加する団体は所定の様式により、定められた期限までに指定された場所に申し込まな
ければならない。なお、大学ユースの部に参加を申し込む団体は、申込書とともに出演
予定メンバー全員の氏名、生年月日を記載した名簿（様式自由）を提出すること。

10 参 加 料 （１）人数分の金額を申込書の提出と同時に納入する。
（２）指揮者・伴奏者の参加料は必要としないが、これらの者がメンバーに入って歌う

場合はこの限りではない。

11 経 費 参加に必要な経費は、参加団体の負担とする。

12 審 査 学識経験者等の中から本連盟が委嘱した５名の審査員が、順位法により審査する。

13 推 薦 審査の結果に基づき、栃木県代表が推薦される。推薦枠は次の通り。
（１）中学校部門・高等学校部門

参加団体数 ５団体以下の場合 ２団体
６団体～１０団体 ３団体

１１団体～１５団体 ４団体
１６団体～２０団体 ５団体 以下これに準ずる

中学校部門については、同声合唱の部および混声合唱の部、高等学校部門につ
いてはＡ・Ｂグループに所属する団体を必ず１団体含むものとする。また、高
等学校について、どちらか一方の編成区分のみの出演の場合は１団体を引くも
のとする。

（２）大学職場一般部門
編成区分にかかわらず、次のとおりとする
参加団体数 ５団体以下の場合 ２団体

６団体～１０団体 ３団体
１１団体～１５団体 ４団体
１６団体～２０団体 ５団体 以下これに準ずる

（３）シード団体は上記参加団体数及び推薦団体数のいずれにも含まれない。

14 代表者会議 （１）代表者会議には出場団体の代表者は必ず出席すること。
（２）コンクール出場順番の抽選、周知事項の徹底と確認事項のチェック等を行う。

15 そ の 他 コンクールの審査員決定後はコンクール終了まで、当該審査員の個別指導を受けること
を禁止する（指揮者を含む）。



令和５年４月２３日

各関係所属長 様

各合唱団代表者 様

栃 木 県 合 唱 連 盟 理 事 長 須藤 礼子

ヴォーカルアンサンブルコンテスト実行委員長 渡邉 聖子

第３１回栃木県ヴォーカルアンサンブルコンテストの開催について

標記について、下記のとおり開催いたしますので、ご参加くださいますようお願い申し

上げます。

記

１ 日 時 令和６年１月２８日（日）

２ 会 場 とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木市栃木文化会館）大ホール

〒328-0035 栃木市旭町12-16 TEL 0282-23-5678

３ 主 催 栃木県合唱連盟 朝日新聞社

４ 後 援 栃木県、栃木県教育委員会（予定）

５ 部 門 (1)小学校・中学校の部

(2)高等学校の部

(3)一般の部（大学・職場・一般・おかあさん）

６ 参加資格 (1)栃木県合唱連盟加盟登録した合唱団であること。

(2)出演するメンバーは、当該団体で常時活動している団員である

こと。

(3)６名以上２０名以下までの編成であること。指揮者は含まない。

(4)全部門を通して、指揮者以外の重複参加は認めない。

(5)中高一貫校として出場する中学生は高校生として扱う。

(6)指揮者については、「栃木県合唱コンクール実施要領」の「５

参加資格（４）指揮者」の項目に準じる。

７ 演奏曲目 曲目・曲数は自由。無伴奏とする。ただし、打楽器等で音階を伴わ

ないものに限り使用できる。

８ 演奏時間 全部門 ７分以内（曲間を含む）

９ 審 査 員 ３名未定

１０ 表 彰 すべての団体に、金賞、銀賞、銅賞のいずれかを与える。

教育長賞 ２団体（中学校の部・高等学校の部それぞれから）

知 事 賞 １団体（一般の部）

１１ 推 薦 第１３回関東ヴォーカルアンサンブルコンテストに上位団体を推薦

する。



１２ 参 加 料 小学・中学・高校生 ８００円 × 参加人数 ＋ ６，０００円

その他 １，２００円 × 参加人数 ＋ ８，０００円

参加料は各団体でとりまとめ下記口座へ払い込みください。

郵便振替口座番号 ００３９０－１－６８０３

郵便振替口座名 栃木県合唱連盟

１３ 申込方法 別紙申込書(総会資料巻末の用紙)に必要事項を記入し、参加費を指

定の口座に振込の上、事務局まで４部（原本１部＋コピー３部）郵

送により申し込んでください。

申込用紙・振込用紙ともに、参加部門・人数・金額等の内訳を記入

してください。

１４ 申込期限 令和５年１２月１３日（水）必着とします。

１５ 審査用楽譜 審査員用に楽譜を３部、代表者会議時に提出してください。提出用

楽譜については、以下の点についてご注意ください。

(1) 楽譜の表紙には出場部門、団体名を明記すること（総会資料巻

末の「提出楽譜用付箋テンプレート」をコピーしてご活用くだ

さい）。

(2) 演奏曲の先頭ページに付箋を貼ること。さらに、複数の演奏曲

が同一楽譜内にある場合は、付箋にその順番を数字で記入する

こと。

(3) コピーは不可。原則として、現在、出版されている楽譜に限り

ます。

(4) 楽曲を改変して演奏する場合は、あらかじめ作曲者等の許可を

得た上で、審査用楽譜に報告書を添付すること。

(5) 書き込み等が入っていてもかまいません。

(6) 楽譜は演奏終了後に受付でお返しします。

１６ 代表者会議 令和６年１月９日（火） 19:00～20:30

とちぎ青少年センター 第１研修室

〒320-0066 宇都宮市駒生1丁目1-6 TEL 028-624-2203

１７ 注意事項 (1) 申込後の曲目、演奏曲順の変更は認められません。

(2) 申込団体名は登録名称とし、複数参加する場合は団体名のあと

に「A」「B」「C」… を付してください。

(3) 実施要項に抵触したときは失格となります。

(4) 交通費等、参加に要する費用は各団体の負担となります。

(5) 会場周辺やロビーでの発声は禁止されておりますので、代表者

は周知徹底されるよう特にご協力ください。

１８ 撮影録音 写真撮影や録音は主催者が行いますので、出演者・入場者は撮影録

音のための機材等を持ち込めません（ビデオ等の録画を含む）。

１９ 申込・問い合わせ先

【申込書送付先】

〒321-3595 茂木町茂木288（県立茂木高内）

栃木県合唱連盟事務局 渡邉聖子

【事務局連絡先】TEL 090-2919-3926（内田）FAX 050-3512-3401



令和５年４月２３日

各関係所属長 様

各合唱団代表者 様

栃 木 県 合 唱 連 盟 理 事 長 須藤 礼子

おかあさんコーラス栃木県大会実行委員長 川田 明良

第４６回全日本おかあさんコーラス栃木県大会の開催について

（※令和６年度事業）

標記について、下記のとおり開催いたしますので、ご参加くださいますようお願い申し

上げます。

記

１ 日 時 令和６年４月２１日（日）

２ 会 場 栃木県教育会館 大ホール

〒320-0066 宇都宮市駒生1丁目1-6 028-621-7177

３ 主 催 栃木県合唱連盟 朝日新聞社

４ 後 援 栃木県教育委員会（予定）

５ 参加資格 (1)主として成人女性で編成された総数６名以上(指揮者及び伴奏者

を除く)の女声合唱団であること

(2)出演するメンバーは、当該団体で常時活動している団員である

こと。

６ 参 加 料 １名につき １，２００円

（ただし、指揮、伴奏、譜めくりは参加人数から除く）

参加料は各団体でとりまとめ下記へ払い込みください。

郵便振替口座番号 ００３９０－１－６８０３

郵便振替口座名 栃木県合唱連盟

７ 演奏時間 曲間を含めて８分以内

８ 選考委員 ３名未定

９ 表 彰 すべての団体に、優秀賞、優良賞、奨励賞のいずれかを授与します。

１０ 関東大会推薦 関東支部大会への推薦団体数は、優秀賞受賞団体及び、優良賞の中

から抽選で選ばれた団体の合計８団体となります。全国大会に出場

した団体は、翌年の全国大会への参加権はありませんが、支部大会

には参加できます。

１１ 申込方法 別紙申込書に必要事項を記入、参加費を指定の口座に振込の上、申

込書を事務局まで４部（原本１部＋コピー３部）郵送で申し込んで

ください(FAXは不可）。申込用紙、振込用紙ともに参加部門・人数



・金額等の内訳を記入してください。

１２ 申込期限 令和６年３月１５日（金）必着とします。

１３ 楽譜提出 演奏する楽譜を１部、代表者会議時に提出してください。提出用楽

譜については、以下の点にご注意ください。

(1)楽譜の表紙には団体名を明記すること（総会資料巻末の「提出

楽譜用付箋テンプレート」をコピーしてご活用ください）。

(2)演奏曲の先頭ページに付箋を貼ること。

(3)コピーは不可。原則として、現在、出版されている楽譜に限り

ます。

(4)楽曲を改変して演奏する場合は、あらかじめ作曲者等の許可を

得た上で、申込の際に報告書を提出してください。

(5)書き込み等が入っていてもかまいません。

(6)楽譜は閉会式終了後に受付でお返しします。

１４ 注意事項 (1)申込後の曲目、演奏曲順の変更は認められません。

(2)更衣室を用意しますが、貴重品には注意してください。

(3)交通費等、参加に要する費用は各団体の負担となります。

(4)会場周辺やロビーでの発声は禁止されておりますので、代表

者は周知徹底されますよう特にご協力ください。

(5)ピアノ１台のみ位置を固定して用意します。ピアノ以外の楽

器を使用する団体は、あらかじめ主催者に連絡し各団体で用

意してください。

(6)写真撮影や録音は主催者が行いますので、出演者・入場者は撮

影録音のための機材等を持ち込めません。（ビデオ等の録画を

含む）

(7)出演順は代表者会議の際、抽選により決定します。いかなる理

由があっても変更はできませんので、ご承知置きください。

１５ 代表者会議 令和６年３月３１日（土）10:00～11:30

とちぎ青少年センター 第１研修室

〒320-0066 宇都宮市駒生1丁目1-6 TEL 028-624-2203
出演順の抽選、周知事項の徹底と確認事項のチェックを行います。

出席は２名以内でお願いします。

１６ 申込・問い合わせ先

【申込書送付先】

〒321-3595 茂木町茂木288（県立茂木高内）

栃木県合唱連盟事務局 渡邉聖子

【事務局連絡先】TEL 090-2919-3926（内田）FAX 050-3512-3401

１７ その他 閉会式の際に、連盟歌を歌います。連盟歌集『うたごえ』に収録さ

れていますので、事前にお申し込みください。



令和５年４月２３日

各学校長 様

栃木県合唱連盟理事長

須 藤 礼 子

栃木県合唱連盟賞の推薦について（依頼）

日頃より本連盟の活動につきまして深いご理解とご協力を賜りまして誠にありがとうご

ざいます。

このたび栃木県合唱連盟では、貴校合唱部発展のために特に活躍された生徒の表彰を行

なうことになりました。

つきましては、下記により該当生徒の推薦をお願い致します。

記

１ 推薦基準 合唱部に在籍し、連盟主催の行事に参加した３年生を対象とします。

各校５名までとします。ただし、関東大会に出場した学校については

７名まで、全国大会に出場した学校については全員に授与します。

２ 推薦方法 下記の期間に、別紙推薦書を事務局まで申し込んでください。

（FAXでの送付はご遠慮下さい）

３ 申込期間 令和５年１１月２４日（金）～令和６年１月１９日（金）

４ 申 込 先

【申込書送付先】

〒321-3595 茂木町茂木288（県立茂木高内）

栃木県合唱連盟事務局 渡邉聖子

【事務局連絡先】TEL 090-2919-3926（内田）FAX 050-3512-3401

５ 表彰決定連絡 ２月中旬までに賞状を送付し決定通知とします。



※申し込み締め切り５月２２日（日）

第５９回 栃木県合唱講習会 兼 合唱祭 参加申込書（中学校の部）

団 体 名
ふ り が な

（正式名称で） （中学・高校は学校長
代表者名 印 の公印を押印のこと）

郵便番号：

代表者連絡先 住所：
TEL － － FAX － －
緊急連絡先（携帯番号） － －

上記のとおり参加を申し込みます。

参加料 円

を指定の口座に振り込みましたので、ご査収ください。

（中学校の部 参加料内訳）
講習会のみ ８００円 × 名 ＝ 円

合唱祭に参加 １，０００円 × 名 ＝ 円
（講習会・合唱祭の両方に参加の場合も１，０００円）

※講習会参加団体は下欄に参加人数内訳を記入してください。

ソプラノ（ 人）・メゾ（ 人）・アルト（ 人）

（ 担当者または顧問名 ）

バスP利用 大型（ ）台 ・ 中型（ ）台 ・ マイクロ（ ）台

※事務局記入受付 No. 月 日

※合唱祭参加団体は裏面も記入


